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自主行動計画フォローアップ調査について
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一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会



１．令和7年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年10月9日～11月11日

・調査企業：建産協正会員 48社

日本サッシ協会 81社 129社を対象

（両協会加盟会社5社）

・回答企業：35社（前年度38社）

建産協 25社

日本サッシ協会 10社

・回答率 ：27％（前年度33％ ）
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

・会員企業を対象とした説明会等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も含
め、価格交渉促進月間の取組、労務費指針等の普及啓発を実施する。

・フォローアップ調査結果を会員企業にフィードバックするとともに、課題

を明確に提示の上で、自主行動計画チェックシート（3月改定予定）による

対応状況の把握・改善を促す。

・「パートナーシップ構築宣言」未登録企業に対して登録を促す。
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２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件

【課題を踏まえた今後のアクション】

・会員企業を対象とした説明会等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も含
め、支払条件の改善や特に2026年までの約束手形の利用の廃止について周
知徹底及び普及啓発を図る。

・フォローアップ調査結果を会員企業にフィードバックするとともに、自主

行動計画チェックシート（3月改定予定）による支払条件の把握と、改善・
法令遵守を促す。

・約束手形の利用廃止等の取組の徹底を図るため、法規制対象外の取引におけ
る支払条件の改善を含めサプライチェーン全体での取組を働きかける。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

会員企業を対象とした説明会等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も
含め、客観的な経済合理性や十分な協議手続きを欠く減額要請は行わない
ことを含む自主行動計画の普及啓発を実施する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ➃型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

・型管理の適正化等に関して、引き続き会員企業に普及啓発を図るとともに、

自主行動計画チェックシート（3月改定予定）による状況の把握・改善を促す。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥働き方改革

【分析結果・今後の課題】

・発注側の大部分の企業が配慮しており、短納期発注や急な仕様変更を行わずに、必要に

応じて適正コストの負担もしている。

【課題を踏まえた今後のアクション】

・働き方改革に関して、説明会等や自主行動計画チェックシートでの更なる普及啓発を

実施する。
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直近１年間で、発注側が行った働き方改革に関する対応により、短納期発注や、急な仕様変更などを
行った場合に発注側が適正なコストを負担した状況
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1: 全ての仕入先（発注先）について適正コストを負担した（100%）

2: 多くの仕入先（発注先）について適正コストを負担した（99～81%）

3: 一部の仕入先（発注先）について適正コストを負担した（80～41%）

4: 適正コストの負担はあまりしなかった（40～1%）

5適正コストは全く負担しなかった（0%）

6: 短納期発注や急な仕様変更などは行っていない



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑦その他（社内教育・サプライチェーン対応）

【分析結果・今後の課題】

・社内での点検やマニュアル整備、社外下請法等の説明会やセミナー等参加、社内で下請

法等に係わる研修やe-learnig等の定期実施など『社内向けアクション』が主要実施事項

となっており、取引先等『社外へのアクション』はこれからという状況である

【課題を踏まえた今後のアクション】

・取引先への対応を含め、自主行動計画や取引適正化ガイドラインの周知を図る
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社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するために実施している普及啓発活動等について（複数回答）
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【自主点検を行い、社内ルールやマニュアルを整備、見直し】

【経営トップからの指示】

【社外下請法等の説明会やセミナー等参加】

【社内で下請法等に係わる研修、e-learnig等を定期的に実施】

【仕入先が取引相談がしやすい第三者的立場の相談窓口設置】

【仕入先へ下請法等に係わる説明会やセミナーを実施】

【複数の取引段階にある事業者間で協力した取組】

【何も実施していない】



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】

・会員企業を対象とした説明会等様々な機会を活用し、経営層を含めて

自主行動計画の浸透（チェックシートの定期調査実施等）、取引適正化ガイド

ラインや価格交渉促進月間の取組等に関する普及啓発活動を強化する。

・特に、支払条件（取適法の遵守状況、約束手形の利用廃止等）については、会

員企業に対して課題を明確に提示して法令遵守を徹底する。

・業界大での価格転嫁や支払条件の改善等については、川下（受注先）業界の取

組の改善が必要であり、サプライチェーン全体での取組の浸透について行政等

と連携して働きかけを進める。
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